
7/30長野集会　「私たちの暮らしと 税制を考えよう！ ～
財源確保して社会保障の充実を～」
公正な税制を求める市民連絡会の長野集会のお知らせです。
社会保障を削減されている各分野からの報告、高端正幸埼玉大学准教授の基調講演、宇都宮健児弁護士の講演、パナマ文書問題に関する合
田寛さんの報告など。

【テーマ】私たちの暮らしと税制を考えよう！～財源確保して社会保障の充実を～

【趣　旨】
財政や税制は、経済の発展や一部の大企業等を潤すためのものではなく、すべての人が人間らしく生きることを支えることにこそ、その存
在意義があるはずです。
財源がないとして、教育、医療、介護、年金、障害、生活保護等の社会保障のあらゆる分野で削減を進めるのではなく、人間の暮らしを支
える税制への転換が必要です。
先般、パナマ文書により、世界の元首や大企業がタックスヘイブン（租税回避地）を利用した税逃れを行っている実態が暴露されました。
この文書には約４００の日本の企業や個人の情報も含まれています。一部の大企業等が課税を逃れ、その穴埋めを市民が追うという不公正
な税のあり方は是正されなければなりません。
本集会では、基調講演をはじめ、社会保障の各分野からの報告、タックスヘイブンの闇についての報告をいただきます。人間の暮らしを支
える公正な税制への転換を求め、現場から声をあげていきましょう！
多くの皆さまのご参加をお待ちしています。

【日時】　７月３０日（土）１３時３０分～

【場所】　信州大学工学部　Ｃ３棟（講義棟） ３０１番教室

【プログラム】
講演「公正な税制を求める市民運動が、なぜ、今必要か」
宇都宮 健児氏（弁護士、元日弁連会長、公正な税制を求める市民連絡会共同代表）

当事者発言　子どもの貧困、教育、医療、生活保護の現場から

基調講演「財源を確保して社会保障の削減から充実へ」（仮）
高端 正幸氏 （埼玉大学准教授）

報告「パナマ文書とタックスヘイブンの闇について」
合田 寛氏 （公正な税制を求める市民連絡会幹事、公益財団法人政治経済研究所理事）

【資料代】１０００円（経済的に困難な方は無料）

https://saitamasogo.jp/archives/68465
https://saitamasogo.jp/archives/68465


【主催】公正な税制を求める市民連絡会

【連絡先】
事務局連絡先　弁護士／猪股  正　  さいたま市浦和区岸町７－１２－１　東和ビル４階　埼玉総合法律事務所
　TEL.048(862)0355　ＦＡＸ.048(866)0425
現地連絡先　長野中央法律事務所 TEL.026-235-1321





6/4川口・藤田孝典さん講演「下流老人と貧困世代～広がる高
齢者と若者の貧困」 など
６月４日（土）１２時３０分～藤田孝典さん講演「下流老人と貧困世代～広がる高齢者と若者の貧困」  。川口リリア、参加費５００円、
事前申込不要、首都圏生活保護支援法律家ネットワーク主催。是非、ご参加ください。なお、第２部は、法律家向け実務研修です。

【とき】　６月４日（土）
【場所】　川口総合文化センター・リリア　１階展示ホール
https://www.lilia.or.jp/access
【参加費】　５００円／申込不要
�　第１部　講演の部
12:00 開場
12:30 開会あいさつ
12:35 　講演
「下流老人と貧困世代～広がる高齢者と若者の貧困」
13:35 　質疑応答
13:50 第１部終了

�　第２部　実務研修会（＊）（＊＊）
14:00　研修開始
16:10 研修終了
（＊）第２部は、内部研修のため、参加資格は会員ないし関係者（弁護士・司法書士・支援団体など）のみとさせていただきます。ご了承
ください。
（＊＊）第２部は、別途資料代５００円

チラシのダウンロードは→　こちら

https://saitamasogo.jp/archives/68137
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http://saitamasogo.jp/wp-content/uploads/2016/05/1a3193af860a4f819a3c5d7694ea0528.pdf
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英国のタックス・ジャスティス・ネットワークからのメッセージ
5月22日の公正な税制を求める市民連絡会の1周年記念集会「人間の暮らしを支える税制への転換を求めて」に寄せられたイギリスのタッ
クス・ジャスティス・ネットワークからのメッセージです。

国境を越えて世界の人々が税の理不尽な仕組みと戦う決意が固いことを示し、社会福祉を充実させ、富を分配させ、より公正な社会を築い
てまいりましょう。

日本の公正な税制を求める市民連絡会の皆様にこのメッセージをお送りする機会を得ましたことを嬉しく思います。
我々タックス・ジャスティス・ネットワーク（以下ＴＪＮ）は2002年にイタリアのフィレンツェで開催された欧州社会フォーラムがきっ
かけで誕生し、今日まで活動を続けてまいりました。
この度日本にも共鳴していただけるネットワークができたということを知り、ＴＪＮの進展にとっても画期的な新局面を迎えたのだと喜ん
でおります。
我々一同皆様の一周年記念を心からお祝いしますとともに、末永いご発展をお祈りいたしております。
皆様の活動は、国境を越えて世界の人々が税の理不尽な仕組みと戦う決意が固いことを示す意思表示になります。
社会福祉を充実させ、富を分配させ、より公正な社会を築いてまいりましょう。

思い返せば、ＴＪＮを設立した当初は税の理不尽な仕組みについて人々の関心は薄く、また、タックス・ヘイブンの役割や金融界の秘密に
かかる調査はほとんどなされていない状態でした。
そんな中、我々はジョン・クリステンセン氏の下、時間をかけて、専門家、活動家、リサーチャー、ジャーナリスト、また、経験豊富な方
や信頼できる団体等とのネットワークを築いてまいりました。
そして現在、我々は数えきれない程の学術機関や市民運動のグループと繋がっており、その数は今も増え続けています。
2003年以降、我々ＴＪＮはグローバル化した金融市場の「演出家」に焦点を絞り、継続的に要求を出してきました。

我々の目指すところは次の３つです。

●多国籍企業のためのグローバル報告基準としての国別報告書を開発すること。

●発展途上国に不利益とならないよう国家間で税の情報を自動交換できるような仕組みを構築すること。

●真の所有者が誰であるかを（誰もが閲覧できる形で）公的に記録すること。
また、その場合、会社の真の所有者だけでなく、トラストやファンドの真の所有者についても記録するようにすること。

広く多くの人々に関心を持ってもらえるよう働きかけ、生まれながらの活動家を動員し、そして正義感を持ち続けたことによって、我々は
発展を続けてくることができました。
熱心に調査を重ねているジャーナリストとは密接にかかわり、グローバルな金融の構造が、いかに少数に優しく、多数に厳しいものである

https://saitamasogo.jp/archives/68126
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http://www.taxjustice.net/


かをわかってもらえるよう、決定的な調査結果や専門知識を提供してきました。
この13年間を振り返りますと、2007～8年の世界金融危機や、最近ではルクセンブルク・リークでのアントニー・デルツア氏やパナ
マ文書の勇敢な内部告発者達のおかげで、我々は沢山の情報を得ることができたと思います。
しかし、経済の重要な秘密は今もなお高い山のようにそびえており、多くの抜け穴が存在している状況です。
OECDが作成したグローバルな報告基準についても、アメリカのような大きなタックス・ヘイブンでは採用されておらず、イギリスの王
室属領や海外領土では、会社等の真の所有者を公開する義務を受け入れていません。
また、世界のすべての国を監視し規制するグローバルな税の機関はまだできていません。

【今後について】

我々ＴＪＮは、2003年に掲げた3つの要求を実現させるため、抜け穴がなくなるよう努力を続けてまいります。
さらに、この先の10年では、国家間で高まりつつある「悪しき競争」と対峙していく所存です。
「悪しき競争」とは、例えば、法人税率を低くしあって、互いの足を引っ張り合うような競争のことです。

そして、公正な税制と人権の擁護を結び付けて考える、そんな気運を高めていきたいと考えております。
まさにこのことに関しては、最近クリッシェン・メタ氏とトーマス・ポギー氏が共著で『Global  Tax  Fairness
（OUP）』という本を出版したところであります。
我々ＴＪＮは人権運動と財政に関する運動に携わっている新しいパートナー達と力を合わせ、これらの二つの運動を一つにし、発展させて
いくつもりです。
そして、今日の逆進的な税制やそれが経済的、社会的、文化的な権利を蝕んでいくことに対し警鐘を鳴らすような、人権に関する書物にも
注目していきます。

個々の国の主権や文化は、それぞれに特有な課題を生じさせます。
公正な税制を求める場面では特にそうでしょう。このことは、日本においても同じだと思います。
ですから、我々ＴＪＮが、日本の公正な税制や財政の透明性のあり方について指導するということは出過ぎたことかもしれません。
しかし、皆様が公正な税制のために向ける努力に対し、側面から支援していくことは可能であると考えております。

一番大切なことは、まず質の高いリサーチをして、その結果を魅力ある形で活動家やジャーナリストに提供していくことであると確信して
います。
そうすれば、その魅力的なリサーチ結果が市民や政治家の想像力を高め、意志を固くしてくれます。
公正な税制を求める市民連絡会の皆様が独自の成功に向けて計画を作る際に、我々ＴＪＮが歩んできた道が何かのヒントになれば幸いです。
皆様の活動が成長していかれますことを期待しております。

Very best wishes
Liz Nelson
心を込めて
リズ　ネルソン

（英文）



I am sorry you have not been able to access John’s voice
message  and  am  grateful  for  the  opportunity  to  send  this
message to Citizens’ Network for Tax Justice in Japan’.
“The Tax Justice Network can trace its roots back to the
European Social Forum held in Florence, Italy in 2002. Now,
the emergence of a vibrant network in Japan represents an
exciting new chapter in theTJN’s development. We wish you well
on the day of this anniversary occasion and for the months and
years ahead.
Your  work  offers  yet  another  demonstration  that  citizens
across the world are resolute in combating tax abuse in order
to create a fairer society through the provision of public
services and the redistribution of wealth.
In TJN’s early years we realised that there was very little
public awareness of tax abuse, and minimal research on the
role  of  tax  havens  and  financial  secrecy.  Gradually  Tax
Justice Network, led by John (Christensen), set about building
a  network  of  professionals,  activists,  researchers,
journalists, campaigners, faith groups and others. Our links
with academic institutions and with civil society groups are
numerous and ever growing.
Since 2003, TJN’s demands have been specific and constant, and
targeted at ‘actors’ in the globalised financial markets.
Our goals:
•  To  develop  Country-by-Country  Reporting  as  a  global
reporting  standard  for  MNEs
•  To  change  tax  information  exchange  processes  to  become
automatic exchange of tax information between jurisdictions
that do not disadvantage developing countries;
•  To  require  public  registers  (with  public  access)  of
beneficial  ownership  of  companies,  including  the  real
beneficial  owners  of  Trusts  and  Foundations
Working  to  raise  public  awareness  and  mobilising  innate
activism and a sense of justice have been key to developing
and achieving success.
We  have  done  this  by  engaging  closely  with  investigative
journalists and by providing them with – some ‘handholding’ –



but  crucially  key  research,  technical  knowledge  and
understanding of how the global financial architecture works
in favour of the few to the detriment of the many.
We have achieved a great deal over the last thirteen years,
helped by the financial crash of 2007/8 and, in more recent
years, by the bravery of ‘whistle-blowers’ such as Antoine
Deltour, of the Luxembourg Leaks and of the ‘Panama Papers’.
Many loop holes remain in the hard climb towards meaningful
and  real  financial  secrecy.  The  OECD’s  Global  Reporting
Standard has yet to be adopted by major tax havens such as the
United  States;  the  UK’s  Crown  Dependencies  and  Overseas
Jurisdictions  have  yet  to  embrace  public  registers  of
beneficial ownerships, and a truly Global Tax body to oversee
and regulate the interests of all jurisdictions North and
South is yet to be created.

The next years?
We continue to push for the loop holes to be closed in order
to realise our policy demands set out in 2003. In addition,
our themes for the next ten years focus on confronting the
rise of politics of ‘competition’ between states. We believe
‘competition’ as practiced in relation to corporate tax rates,
for instance, only serve to exacerbate a global ‘race to the
bottom’.
Our second area of interest is building the links between tax
justice and human rights. Krishen Mehta and Thomas Pogge have
recently edited and published on this very issue in Global Tax
Fairness (OUP). Together with new partners within the human
rights and fiscal justice movements, TJN will be developing
the  convergence  of  these  two  movements  and  focusing  on
existing human rights instruments to challenge regressive tax
policies and their assault on economic, social and cultural
rights.
The sovereignty and culture of individual jurisdictions gives
rise to particular challenges especially in the pursuit of tax
justice. This must surely be the case in Japan too. It would
be a misplaced offering, perhaps, for TJN to direct the right



course of action for tax justice and financial transparency
within the Japanese system. But I hope we can find ways to
support you in your endeavours to bring about tax justice.
Fundamentally, TJN has kept faith with a way of working which
often begins with high level research made accessible and
offered  in  an  engaging  narrative  form  to  campaigners,
activists, and journalists. In turn these narratives can be
used to energise both public and political imagination and
will. I hope that TJN’s journey can provide something of a
‘code’ by which Citizens Network maps its own successes and we
look forward to seeing your work grow.

Very best wishes
Liz Nelson
Director
Tax Justice & Human Rights Programme”

Hiroshi, I hope this is helpful in tone and content.

Best regards
Liz

自由法曹団　埼玉支部総会に参加して
去る４月２３日、自由法曹団埼玉支部総会が行われました。

支部総会は、午前１０時～午後５時まで、みっちり行われ、午前中は、年金裁判、労働法制、給費制、原発問題、生活保護裁判･･･等
団員の先生方の活動報告が行われました。

特に、福島原発事故原状回復請求訴訟の報告では、浪江町で、人々が強制退去させられ、多くの家畜動物が餓死し、異臭を放つ現場を訪問
した先生の報告や、街の売店には３月１１日の新聞がそのままで置かれている様子などを伺い、改めて問題の大きさを実感し、被害に遭い、
弱い方の為に活動されている先生方へ頭が下がる思いでした。

午後は、埼玉県と戦争法の講演から始まり、参院選をめぐる憲法問題の討議、そして、最後に自由法曹団埼玉支部の歴史についての特別講
演がありました。

https://saitamasogo.jp/archives/68111


戦争法の講演では、戦争できる国づくりが埼玉でも進んでいる現状や、朝霞市には、防衛庁の秘密の基地局があり、その周辺は異常な警備
態勢である様子などを知り、恐怖を感じました。

歴史の講演では、１９７５年に結成された埼玉支部の初代の事務局長に当事務所の弁護士宮澤洋夫が就任していた事や、４０年の歴史の中
での出来事を勉強できました。

今回は、２年ぶりの支部総会への参加でしたが、普段、先生方がどのような活動を行っているのかを改めて知る事が出来、とても有意義な
時間を過ごすことができました。

 

事務局　Y
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パナマ文書の徹底調査等を求める声明
２０１６年４月２７日、パナマ文書問題について、公正な税制を求める市民連絡会が、下記の声明を発表しました。

パナマ文書の徹底調査等を求める声明

財源不足を理由に、年間3000億円から5000億円の社会保障費を削減する政府の方針（いわゆる骨太の方針2015）のもと、保育、
医療、介護、年金、障害、生活保護等幅広い分野で、給付削減、自己負担増等が進められる中で、流失したパナマ文書を巡り、富裕層や大
企業によるタックス・ヘイブン（租税回避地）を利用した税逃れへの批判が高まっている。
パナマ文書は、パナマの法律事務所モサック・フォンセカから流出した内部文書であり、1150万件にのぼる大量の文書やメールなどの
データからなる。国際調査報道ジャーナリスト連合（ICIJ）が、この文書を入手し、分析し、同法律事務所が、これまで40年にわたっ
て、ブリティッシュ・バージン・アイランド、パナマ、バハマなど21か国・地域で21万社ものペーパーカンパニーを設立し、各国首相
クラスの政治家や富裕層等を顧客として、税逃れや財産隠しの手助けしてきた実態が暴露された。イギリスの市民団体タックス・ジャスティ
ス・ネットワークの推計によれば、タックス・ヘイブンに秘匿されている資金量は、日本の国家予算の30倍の3000兆円規模に及ぶ。
パナマ文書には日本の約400の個人や企業の情報が含まれ、タックス・ヘイブンのケイマン諸島に日本企業が保有している投資残高は
約65兆円に上るなど、日本においても、近年、富裕層や巨大企業がタックス・ヘイブンを利用し、巨額な税逃れが横行し、国家財政を脅
かす深刻な事態となっている。
ところが、官房長官が政府としてパナマ文書を調査することは考えていないとコメントするなど、この問題に関する日本政府の動きは極め
て鈍いと言わざるを得ない。専門家の指南を受けてタックス・ヘイブンを利用できる富裕層や大企業の税逃れを見逃し、庶民には厳しく課
税して穴埋めをさせ、その上、財源がないとして社会保障を削減するのであれば、格差と貧困は拡大するばかりである。政府に対する信頼
は一層損なわれ、人々は租税負担に抵抗し、税収は下がり、累積債務は増大こそすれ減少しない。パナマ文書問題をきっかけに、今こそ、
税制を抜本的に見直し、信頼と合意に基づく公正な税制を再構築すべきである。
当連絡会は、昨年末に提言を公表し（http://tax-justice.com/?p=248）、「タックス・ヘイブンとの闘い
と破綻した国際的な税のシステムの回復」が必要であることを強調したが、公正な税制により社会保障を充実させるため、国に対し、当面
の対策として、次の施策の実施を求める。

１　政府は、パナマ文書の詳細を把握し、税逃れの疑いのある企業・個人に対する徹底した調査を実施し、適切な課税を行うこと
２　現在OECDによって進められている、金融情報の自動交換制度の創設や、多国籍企業に対する「国別報告書」の義務付けを推進し、
その際、すべての国が例外なく参加することができるよう、各国間の協力を進め、また、市民の監視が届くよう、会社やトラストなどの真
の所有者や「国別報告書」を公開すること
３　5月に予定されている伊勢志摩サミットの議長国として、タックス・ヘイブンをなくすための実効性のある包括的な国際的合意が実現
できるよう、主導的役割を果たすこと
４　国際的な税のルールの策定に当たっては、OECDだけでなく、国連のもとに新しい組織を作るなど、すべての国が参加できる仕組み
の実現をめざすこと

https://saitamasogo.jp/archives/68012


タックス・ヘイブンを利用した税逃れを許さないためには、世界の市民が、税の公正を求めて国際的に連帯することが重要であり、当連絡
会も、各国市民との情報交換、相互交流等、世界の市民との連携に向けて力を尽くす決意である。

２０１６年（平成２８年）４月２７日
公正な税制を求める市民連絡会
代　表　　宇都宮　健　児
同　　　　山　根　香　織
同　　　　菅　井　義　夫
同　　　　雨　宮　処　凛

公正な税制を求める市民連絡会・2015年提言
公正な税制を求める市民連絡会が、２０１５年１２月に発表した提言です。
「パナマ文書」によりタックス・ヘイブンを利用した租税回避の実態が暴露されましたが、タックス・ヘイブンについて、第２、４「４
タックス・ヘイブンとの闘いと破綻した国際的な税のシステムの回復」で述べられています。

公正な税制を求める市民連絡会・２０１５年提言（ＰＤＦは→こちら）

第１　基本理念
　財源がないことを理由に社会保障の削減する動きが加速しているが、財政や税制の役割や存在意義が見失われていることに大きな要因が
ある。財政や税制は、経済の発展や一部の大企業等を潤すためのものではなく、社会が直面している共同の困難に対処し、すべての人が人
間らしく生きることを支えることにこそ、その存在意義がある。
　私たちは、貧困と格差が拡大している今、財政を再構築し、税と社会保障による所得再分配を機能させることによって、人々の生存と尊
厳を守り、人々が相互に支え合う社会となることを希求する。
　そのために、以下の基本理念を確認し、この変革への賛同をすべての人々に呼びかける。

１　税と社会保障により人々の尊厳ある生を保障（憲法１３条の幸福追求権及び２５条の生存権の価値を実現）する
⑴　税と社会保障が貧困と格差の拡大を是正していない現状
　貧困と格差の拡大は放置されてはならない。
　しかし、現在、税と社会保障による所得再分配は、危機的な状況にあり、現役層から高齢層への年齢階層間の所得移転に偏り、貧困と格
差の拡大を是正する役割を果たしていない。社会保障による貧困削減効果は、ＯＥＣＤ加盟国中最低水準であるばかりか、共働き世帯・単
身世帯の貧困を逆に拡大させるという驚くべき事態を招来している。
⑵　財政は、個人の尊厳ある生を支えるためのものである
　財政は、本来、人々の人間的な生を可能にし、その尊厳を守るためのものであるから、税と社会保障による所得再分配機能を強化するこ

https://saitamasogo.jp/archives/67950
http://saitamasogo.jp/wp-content/uploads/2016/04/70a7f56323d89a3d8781a64a13400cae.pdf


とにより、貧困と格差の拡大を是正し、すべての人の人間らしい生活を保障する必要がある（憲法１３条・２５条の価値の実現）。
⑶　命の問題を財源で語るな
　限られた税収しかないことによって枠付け、憲法２５条の価値の実現を二の次にするのは、本末転倒であり、人々の生存と尊厳を守るた
めに、どれだけの税収が必要か、どのような税制が必要であるかが考えられなければならない。

２　行き過ぎた保険主義の是正
　戦後における社会保険制度の歴史上、社会保障サービスの利用者と非利用者との間の公平を図るという「負担の公平論」を背景に、保険
料の引き上げや自己負担の導入など受益者負担が拡大（医療費の自己負担、介護保険・障害者施設の利用者負担、難病対策の医療費自己負
担等）されると同時に、税による国庫負担が引き下げられ、保険料と税との入れ替えが推進されてきた。その結果、租税負担率の低さとは
対照的に、社会保険料に依存する割合が世界で最も高い水準となっており、極めて保険主義的な社会保障制度となっている。
　しかし、保険主義は、自助・自立を基本とし、受益者負担分を支払えない者はサービスの利用から排除され、仮に支払えたとしても、そ
のために生活を困窮させる可能性があるものであって、低所得者に重い負担を強いる逆進的な性質を有し、貧困と格差を拡大させる要因と
なっている。
　そこで、行き過ぎた保険主義を是正し、社会保障制度の税財源を強化し、国民全体で相互に支え合う制度を再構築する必要がある。

３　普遍主義の追求－選別主義は漏給、社会の分断を生じさせ、租税抵抗を高める
　低所得者や困窮者のみに社会保障サービスを集中する選別主義は、厳格な資産調査を必要とし、厳格な資産調査はスティグマ（恥の意識）
を高め、社会保障サービスから排除される漏給（給付の漏れ）を生む。それだけでなく、選別主義は、サービスの対象となっていない人が
税の負担に抵抗し、対象となっている人となっていない人との間に分断や対立を生じさせて市民の連帯を喪失させ、憲法１３条・２５条の
価値を実現するために必要な強靱な財政の構築を阻害する。実際、選別主義の日本は、生活保護等の制度の利用者と非利用者との間に分断
が生まれつつあり、また、世界で最も租税負担が小さな国の一つであるにもかかわらず、租税抵抗（納税に対する抵抗感）が最も大きい国
となっている。
　これに対し、例えば、すべての人を対象とする無償の医療や無償の教育制度のように、多くの人を社会保障サービスの対象とする普遍主
義は、漏給を防止し、制度の利用者と非利用者・税の負担者とを分断させず、制度への支持を高め、政府への信頼と租税負担への合意を形
成する。
　そこで、所得再分配政策は、すべての人を対象とする普遍主義への志向を強めるべきであり、すべての人が人間らしく生きることを保障
する普遍主義的な制度の構築によって世代間・世代内での連帯を生み、市民全体で支えあう道を標榜すべきである。

４　ジェンダーの視点の重要性
　日本の税と社会保障制度は、男性の稼ぎ手とその妻子で構成される世帯を標準モデルとして構築されてきたため、共働き世帯、単身女性
や母子世帯に対しては所得再分配効果がほとんどないことから、税と社会保障の再構築にあたっては、ジェンダーの視点からの検討が重要
である。

５　様々な分野における社会保障充実の実践
　信頼と合意に基づく財政を再構築するためには、財政は「人々のためにある」という「説明」と「実践」を続けることが重要である。
⑴　財政の存在意義を共有できる社会を目指す
　上記基本理念に基づく政策の転換が必要であり、私たちは、生活保護基準や年金の引き下げではなく底上げを、貸与型の奨学金ではなく
給付型の奨学金を、貧しい家庭の生まれであっても等しく学習できる無償の教育を、児童扶養手当の削減ではなく拡充を、医療・介護サー



ビス等の自己負担増ではなく税により支え合う制度の構築等を求め、社会保障制度の様々な分野の充実目標を明確にし、「説明」と「実践」
を通じて、財政の存在意義を人々が共有できる社会を目指す。
⑵　債務国家化を回避する道
　このような政策へと転換しないまま、貧困と格差の拡大という社会の危機を放置する政府を人々は信頼しない。政府に対する信頼がなけ
れば、人々は租税負担に抵抗し、税収は下がり、累積債務は増大こそすれ減少しない。国際比較でも、政府への信頼が低い国では、公的債
務が膨らみ、累積債務問題が深刻化する傾向にある。債務国家化を回避するためにも、貧困と格差の拡大に歯止めをかけ、社会保障充実の
実践を続ける必要がある。

６　税の透明化と民主的コントロールの確保
　民主主義の下、国民が税に関する正確な情報にアクセスでき、税制のあり方や税金の使途の決定に実質的に参画できるシステムが構築さ
れなければならない。

第２　公正な税制の実現
１　税制全体の再構築－基幹税としての所得税の復権もなく、社会保障の拡充もないままの消費税増税の弊害
　所得税は、個人の支払能力（担税力）に応じて負担を課す公平性を重視したものであり、貧困と格差の拡大を是正するために重要な租税
である。
　ところが、所得税は、度重なる減税政策により、財源調達能力が低下し、その税収不足が消費税によって穴埋めされてきた。
　しかし、消費税は、最も貧しい低所得層の負担が最も重く、逆進的な性質を有する。所得税による財源調達機能を建て直さず、所得再分
配が機能していない中で、消費税を増税していくことは、低所得者の負担を重くし、所得格差を拡大させ、人々を分断させ租税抵抗を一層
高めてしまう。
　そこで、所得税を基幹税として再構築し、税に対する信頼確保を図り、社会保障サービスを拡充しながら、税制全体を再構築する必要が
ある。所得税の機能を回復させず、所得再分配が脆弱なまま、消費税を増税することは逆進性の弊害を強めるものであって、貧困と格差の
是正にとって有害である。

２　所得税－分離課税の総合課税化等
　所得１億円以上の階層から所得税負担率が減少するなど、所得税の再分配効果が後退した要因は、累進税率の緩和と資本性所得の分離課
税の存在にある。そこで、累進税率の引き上げや、分離課税の総合課税化によって累進課税の対象外の所得を累進課税の対象とすることに
より、所得税の累進性を強化する必要がある。
　また、基礎控除が極めて低廉であるため、生活保護法の最低生活費に及ばない収入しかないのに納税の義務を負わされる国民が存在する。
担税力を欠く貧しい人に広く課税する現状は、憲法２５条から直接要請される最低生活費非課税原則に反することから、これを是正するた
め、基礎控除の額は引き上げなければならない。

３　法人税
⑴　大企業優遇税制を見直し、課税ベースを拡大する
　大企業であるにもかかわらずほとんど法人税を納税していない企業が少なくなく、巨大企業の実質的な法人税負担率が中小企業より低い
事態も生じている。また、様々な特別措置によって、実質的な税負担率は１０％程度にしかなっていないとも指摘されている。
　受取配当金が課税対象外とされ、租税特別措置法による優遇税制等がその要因となっていることから、受取配当金の益金不算入制度の見
直し、租税特別措置の廃止・縮小等により、法人税の課税ベースを拡大する必要がある。



⑵　法人税を引き下げる方針の見直し
　平成２７年度税制改正において、法人税（法人実効税率）を「以降数年で２０％台まで引き下げることを目指す」とされた。
　しかし、富裕層や法人に対する減税をすれば経済成長を促し、豊かな税収をもたらすとともに、豊かさは貧しい者にも滴り落ち、格差も
抑制されるという、いわゆるトリクルダウン効果は、国際的にも否定されている（ＯＥＣＤワーキングペーパー「所得格差の動向と経済成
長への影響」）。また、国際的な企業の立地選択においても、租税負担の高さは重要な要素となっていない。したがって、法人税率の引き
下げが法人税収を増大させると考えるべきではない。法人税の引き下げ分は、法人の内部留保や借入金の返済等へ充当され、株価を高め、
株式保有率が高い高額所得者を優遇し、格差を拡大する方向に作用することから、法人税引き下げ方針は見直されるべきであり、財源確保
のためには、引き下げられてきた税率の引き上げも検討されるべきである。
⑶　申告所得金額の公示制度の復活
　申告所得金額の公示制度（いわゆる企業長者番付）は、２００６年に、個人情報保護を口実になくされた高額納税者番付とともに廃止さ
れたが、企業の納税行動を透明化するため、申告所得金額の公示制度を復活させ、あわせて、納税額を開示する制度を設ける必要がある。
⑷　復興特別法人税の長期継続
　東日本大震災の被災者支援の財源確保を目的として、２０１１年に、復興特別税が導入され、このうち、復興特別所得税は、実施期間が
２０１３年から２０３７年の２５年間、復興特別法人税は、実施期間が２０１２年度から２０１４年度までの３年間と定められた。ところ
が、復興特別法人税については、経済界からの法人税減税の要望を受け、１年前倒しして２０１４年度で廃止された。
　しかし、東日本大震災から４年半以上が経過して現在も、いまだ約２０万人もの人が避難生活を続け、多くの被災者が生活の不安を抱え
たままである。
　法人も、個人と同様、社会的責任を果たし、長期にわたり被災者支援に貢献すべきであるから、復興特別法人前を復活させるとともに、
実施期間を少なくとも個人と同様の時期まで伸長すべきである。

４　タックス・ヘイブンとの闘いと破綻した国際的な税のシステムの回復
　多国籍企業や富裕者によるタックス・ヘイブンを利用した税逃れが横行している。タックス・ヘイブンがある限り、いくら国内で税の累
進性を強めても、大企業に対する課税を強めても、その効果は損なわれる。
　ＯＥＣＤが１０月に発表した「税源浸食と利益移転（BEPS）」プロジェクトの最終報告書は、タックス・ヘイブン対策に向けた大き
な第一歩である。政府はこれを実効あらしめるための関係法律を早急に制定すべきである。
　とりわけ、多国籍企業に対して国別の利益や納税額の報告を求める「国別報告書」の提出の義務付けは、大きな成果である。しかし、国
別報告書は、本社所在地国に対してだけでなく、多国籍企業が事業を行うすべての国に対して報告すべきものとすべきである。
　政府は、日本で活動する多国籍企業の子会社の情報を、本社所在地国から早急に入手し、わが国における事業内容を把握するとともに、
わが国における経済活動によってもたらされた利益には、適正な課税を行わなければならない。
　政府は、タックス・ヘイブンに子会社を設立しているわが国の大企業に対して、その子会社の実態を公表させるとともに、タックス・ヘ
イブンを利用した税逃れを封じるべきである。
　政府は、国際的な法人税の引き下げ競争に歯止めをかけるために、国際的な共同行動を呼びかける必要がある。

５　資産課税の強化
⑴　相続税
　相続税の課税ベースを拡大し、かつ累進課税を強化することにより、所得再分配機能を高めるべきである。
　相続税の課税方式を、現行の「法定相続分課税方式」から「遺産取得税方式」に改めるべきである。その上で、基礎控除額は、被相続人



との親族関係に応じた金額とし、担税力のある相続人及び受遺者については、基礎控除額を縮小すべきである。
　相続税の最高税率（現行55％）を引き上げ、累進課税を強化すべきである。
⑵　贈与税
　住宅取得資金、教育資金、結婚・子育て資金の贈与に係る非課税の特例は、本来、国が政策として行うべき住宅政策、教育の機会均等、
少子化対策などの責任を国民に押し付けるものである。しかも、行き過ぎた高額な非課税制度は、相続税の補完税たるべき贈与税を形骸化
させ、贈与を受けられる者と贈与を受けられない者との格差を助長し、「格差の世代間連鎖」を促すことになるため、縮小すべきである。
　贈与税の最高税率（現行55％）を引き上げ、累進課税を強化すべきである。
⑶　富裕税
　近年、日本では、所得格差以上に資産格差の拡大が深刻となっている。
　特に、投資可能資産１００万ドル（約１億円）以上を保有する富裕層は２５０万人近くに達し、アメリカに次いで富裕層の多い国となっ
ている。世界的な格差拡大に呼応して各国で問題提起されているように、これらの富裕層の保有資産に対して、緩やかな累進税率で課税す
る富裕税の創設を検討すべきである。

６　その他
⑴　金融取引税
　金融取引税は、株式、債券などの金融取引に対して、低率の課税を行うことによって、過剰な金融取引と投機を抑制するとともに、大幅
な税収を確保しようとするものである。
　ヨーロッパではすでにフランス、ドイツなど１０か国で２０１６年からの導入が合意されており、日本でも導入に踏み切るべきである。
⑵　その他の新しい税制
　国際連帯税、環境税など、新しい税制についても、検討すべきである。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以　上

（２０１５年１２月２１日改訂）

5/22 公正な税制を求める市民連絡会・設立１周年記念集会
「人間の暮らしを支える税制への転換を求めて」のご案内
　５月２２日（日）、四ッ谷の日司連会館で、公正な税制を求める市民連絡会設立１周年記念集会が開催されます。
　「パナマ文書」をきっかけに、政治家や大企業による税逃れへの怒りが世界中に広がっていますが、この問題に取り組んできたイギリス
のタックス・ジャスティス・ネットワーク代表の緊急ビデオメッセージも届きます。

公正な税制を求める市民連絡会・設立１周年記念集会
「人間の暮らしを支える税制への転換を求めて～財源を確保して社会保障の削減から充実へ～」

https://saitamasogo.jp/archives/67945
https://saitamasogo.jp/archives/67945


　公正な税制を求める市民連絡会の活動開始から１周年を迎えます。
　財政や税制は、経済の発展や一部の大企業等を潤すためのものではなく、すべての人が人間らしく生きることを支えることにこそ、その
存在意義があるはずです。財源がないとして、医療、介護、年金、障害、生活保護等の社会保障のあらゆる分野で削減を進めるのではなく、
人間の暮らしを支える税制への転換が必要です。
　先般、「パナマ文書」により、世界の元首や大企業等がタックスヘイブン（租税回避地）を利用した税逃れを行っている実態が暴露され
ました。この文書には約４００の日本の企業や個人の情報も含まれています。一部の大企業等が課税を逃れ、その穴埋めを市民が負うとい
う不公正な税のあり方は是正されなければなりません。
　本集会では、基調講演をはじめ、社会保障の各分野や、イギリスのタックス・ジャスティス・ネットワーク（ビデオレター）から報告を
いただきます。人間の暮らしを支える公正な税制への転換を求め、現場から声をあげていきましょう！
　多くのみなさまのご参加をお待ちしています。

１、日時　２０１６年５月２２日（日）１３：１５から
　　　　　（１３時００分受付開始）
２、場所　日司連会館地下ホール
　　〒160－0003 東京都新宿区本塩町9番地3
　　TEL 03-3359-4171(代表)
　　【JR】 中央線・総武線 四ツ谷駅 徒歩5分
　　【東京メトロ】 丸ノ内線・南北線 四ツ谷駅 徒歩6分
　　地図は　→　こちら
３、資料代　１０００円（生活困窮者は無料、自己申告）
４、当日の予定
　　13：15　総会（15分）
　　13：30　記念集会（3時間20分）
　　16：50　終了
５、内容
　　開会挨拶
　⑴　宇都宮健児代表　講演
　⑵　リレー報告
　　　医療、介護、年金、障害、教育、保育、生活保護などの各分野から
　⑶　記念講演
　　　講師　佐藤　滋氏（東北学院大学教授）
　　　「人間の生存と尊厳を支える財政への転換を」
　⑷　タックスジャスティス・ネットワーク代表・John Christensen
　　　緊急メッセージ（ビデオレター）
　⑸　公正な税制を求める市民連絡会の報告＆声明
　　　事務局長　猪股正
　　閉会挨拶

http://www.shiho-shoshi.or.jp/association/intro/accessmap.html


チラシのダウンロードは　→　こちら

4/21 雨宮処凛「生きさせろ！～私の反貧困活動」 埼玉総

http://saitamasogo.jp/wp-content/uploads/2016/04/5068f7571d0ec6c74df4883f4939e83d.png
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合法律事務所３階にて
反貧困ネットワーク埼玉主催の４月講演会のお知らせです。

「生きさせろ！～私の反貧困活動」
雨宮処凛さん（作家・反貧困ネットワーク世話人）
（聞き手・藤田孝典（反貧困ネットワーク埼玉代表））

日時：４月２１日（木）18:30～19:30
場所：埼玉総合法律事務所　３Ｆ大会議室
事前予約不要・参加費無料です。
お気軽にご参加くださいませ。

https://saitamasogo.jp/archives/67932
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辻内琢也教授（早稲田大学、震災支援ネットワーク埼玉）の論文
が国際雑誌Plos Oneに掲載
震災支援ネットワーク埼玉（ＳＳＮ　代表　弁護士　猪股正）は、早稲田大学や東京災害支援ネットと共同で、福島第一原発の避難者の方
を対象に、大規模アンケート調査を継続実施し、原発事故によって、避難者の方がいかに甚大な苦痛を被ったかを明らかにしてきました。
この度、最初の調査である２０１２年のデータを使った辻内琢也教授（早稲田大学人間科学学術院健康福祉科学科  健康・生命医科学研究
領域 教授・早稲田大学 災害復興医療人類学研究所 所長）の論文が、２０１６年４月８日、国際雑誌Plos Oneに掲載されまし
た。Plos  Oneという国際雑誌は、オープンジャーナルで、会員でない人でも誰でもアクセスして読むことができ、論文の引用率で
あるインパクトファクターも高い、とてもインパクトのある雑誌です。

論文はこちらをご覧ください。　→　辻内琢也論文

ホームページ等で是非紹介して、多くの方にお知らせください。

障害を理由とする差別を解消し、聴覚障害者の傍聴の権利を保障
するため、手話通訳の配置を求める要望書
埼玉の生活保護基準引下げ違憲訴訟弁護団は、本年４月１日の障害者差別解消法の施行を受け、最高裁判所に対し、下記の要望書を送付し
ました。同旨の要望書をさいたま地裁所長及び事件係属部にも提出しました。

障害を理由とする差別を解消し、聴覚障害者の傍聴の権利を保障するため、手話通訳の配置を求める要望書

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２０１６年（平成２８年）４月１日

最高裁判所長官　寺　田　逸　郎　殿

　　　　　　　　弁　　　護　　　士　　　　中　　　山　　　福　　　二
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　外１７名

第１　要望の趣旨

https://saitamasogo.jp/archives/67927
https://saitamasogo.jp/archives/67927
http://journals.plos.org/plosone/article?id=info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0151807
https://saitamasogo.jp/archives/67878
https://saitamasogo.jp/archives/67878


　２０１６年（平成２８年）４月１日から「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」が施行されることを踏まえ、障害に基づく
差別を解消し、聴覚障害者の傍聴の権利を保障するため、聴覚障害者からの要請があった場合には、手話通訳を裁判所の費用負担にて法廷
に配置されることを要望いたします。

第２　申入れの理由
１　障害者差別解消法の施行
　⑴　障害者差別解消法制定の経緯
　　ア　障害者権利条約－合理的配慮の提供確保等
　　　　障害者権利条約が、２００６年（平成１８年）１２月１３日に国連総会において採択された。
　　　　障害者権利条約は、障害者の人権及び基本的自由の享有を確保すること並びに障害者の固有の尊厳の尊重を促進することを目的と
する（同条約１条）。
　　　　障害者権利条約は、「『障害に基づく差別』とは、障害に基づくあらゆる区別、排除又は制限であって、政治的、経済的、社会的、
文化的、市民的その他のあらゆる分野において、他の者との平等を基礎として全ての人権及び基本的自由を認識し、享有し、又は行使する
ことを害し、又は妨げる目的又は効果を有するものをいう。」「障害に基づく差別には、あらゆる形態の差別（合理的配慮の否定を含む。）
を含む。」とし、「『合理的配慮』とは、障害者が他の者との平等を基礎として全ての人権及び基本的自由を享有し、又は行使することを
確保するための必要かつ適当な変更及び調整であって、特定の場合において必要とされるものであり、かつ、均衡を失した又は過度の負担
を課さないもの」と定義している（同２条）。その上で、締約国の一般的義務として、「障害者に対する差別となる既存の法律、規則、慣
習及び慣行を修正し、又は廃止するための全ての適当な措置（立法を含む。）をとること。」や「公の当局及び機関がこの条約に従って行
動することを確保すること。」などを規定し（同４条）、「締約国は、平等を促進し、及び差別を撤廃することを目的として、合理的配慮
が提供されることを確保するための全ての適当な措置をとる。」（同５条３項）としている。
　また、手話については、「言語」であると定義され（同２条）、障害者の表現及び意見の自由並びに情報の利用の機関を確保するため、
公的な活動において、手話…を用いることを受け入れ、及び容易にすること」を締約国に求めている（同２１条）。
　日本は、２００７年（平成１９年）９月にこの条約に署名し、その後、障害者基本法の改正、障害者差別解消法の制定等、国内法の整備
等を進めた後、２０１４年（平成２６年）１月２０日、障害者権利条約を批准した。
　　イ　障害者基本法の改正
　　　　障害者権利条約の趣旨を踏まえ、２０１１年（平成２３年）、障害者基本法が改正され、社会的障壁について、「障害がある者に
とって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいう。」と定義され
（同法２条２号）、「何人も、障害者に対して、障害を理由として、差別することその他の権利利益を侵害する行為をしてはならない。」
とされ（同法４条１項）、「社会的障壁の除去は、それを必要としている障害者が現に存し、かつ、その実施に伴う負担が過重でないとき
は、それを怠ることによって前項の規定に違反することとならないよう、その実施について必要かつ合理的な配慮がされなければならない。
」ことが規定された（同条２項）。
　　　　また、手話については、「全て障害者は、可能な限り、言語（手話を含む。）その他の意思疎通のための手段についての選択の機
会が確保されるとともに、情報の取得又は利用のための手段についての選択の機会の拡大が図られること。」が規定され（同法３条３項）、
情報の利用におけるバリアフリー化等のため、「国及び地方公共団体は、障害者が円滑に情報を取得し及び利用し、その意思を表示し、並
びに他人との意思疎通を図ることができるようにするため、…障害者の意思疎通を仲介する者の養成及び派遣等が図られるよう必要な施策
を講じなければならない。」（同法２２条１項）とされ、情報の取得・利用等におけるバリアフリー化のため、国等に対し、手話通訳者の
配置等が図られるよう必要な施策の実施を求めている。



　　ウ　障害者差別解消法の制定と施行
　　　　上記の障害者基本法の差別禁止の基本原則を具体化するものとして、障害者差別解消法が、２０１３年（平成２５年）６月に制定
され、２０１６年（平成２８年）４月１日から施行となる。
　⑵　障害者差別解消法の内容
　　ア　国等の義務－差別解消のための施策の策定・実施
　　　　障害者差別解消法は、「障害を理由とする差別の解消を推進し、もって全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることな
く、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資することを目的とする」（同法１条）。
　　　　「国及び地方公共団体は、この法律の趣旨にのっとり、障害を理由とする差別の解消の推進に関して必要な施策を策定し、及びこ
れを実施しなければならない」（同法３条）とし、差別解消のための施策の策定・実施を、国等の義務としている。
　　イ　行政機関等の義務－合理的配慮の提供義務、対応要領の策定等
　　　　その上で、障害者に対する不当な差別的取扱い及び合理的配慮の不提供を差別と規定し、行政機関等及び事業者に対し、差別の解
消に向けた具体的取組を求め（同法５条、第３章）、障害者権利条約における合理的配慮の定義を踏まえ、行政機関等に対し、その事務又
は事業を行うに当たり、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が
加重でないときに、必要かつ合理的な配慮を行うことを求めている（同法７条２項、８条２項）。
特に、行政機関等においては、その公共性に鑑み、障害者差別の解消に率先して取り組む主体として、不当な差別的取扱いの禁止及び合理
的配慮の提供を法的義務とし（同法７条）、国等の職員による取組を確実なものとするため、対応要領を定めることとしている（同法９
条）。
　　ウ　合理的配慮としての手話によるコミュニケーション
　　　　同法６条１項に基づき政府が定めた「障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針」（以下「基本方針」という。）は、
上記の合理的配慮及び加重な負担に関する基本的な考え方を示している。
基本方針は、「合理的配慮は、行政機関等…の目的・内容・機能に照らし、必要とされる範囲で本来の業務に付随するものに限られること、
障害者でない者との比較において同等の機会の提供を受けるためのものであること」に留意する必要があるとしている。また、基本方針は、
加重負担に関する考慮要素として「実現可能性の程度」「費用・負担の程度」などを挙げ、これらを考慮し、「代替措置の選択も含め、双
方の建設的対話による相互理解を通じて、必要かつ合理的な範囲で、柔軟に対応がなされるものである」としている。
その上で、合理的配慮の「現時点における一例として」、「手話などによるコミュニケーション」を挙げている。
なお、基本方針は、「障害者からの意思表明のみでなく、…介助者等、コミュニケーションを支援する者が本人を補佐して行う意思の表明
も含む。」とし、また、「加重な負担にあたると判断した場合には、障害者にその理由を説明するものとし、理解を得るよう努めることが
望ましい。」としている。
２　障害者差別解消法と裁判所－自律的に必要な措置を講じることが求められていること
　⑴　三権分立と裁判所の義務
　　　確かに、障害者差別解消法のうち、差別の解消に向けた具体的取組を求める第３章の規定は、裁判所を対象機関に含めていない。こ
れは、裁判所及び国会は、三権分立の観点から、それぞれ実態に即して自律的に必要な措置を講じることとすることが適当であるためであ
る。
　　　しかし、裁判所も、国の機関として、同法の一般的義務の対象から除外されるものではない（平成２５年６月　内閣府障害者施策担当
「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律Ｑ＆Ａ」参照）。
　　　したがって、裁判所においても、障害者権利条約、障害者基本法及び障害者差別解消法の趣旨を踏まえ、差別解消のための合理的配
慮を提供するため、自ら必要な具体的な措置を講じる必要がある。



　⑵　傍聴の権利の保障のため手話通訳の実施が不可欠であること等
　　　傍聴の権利は、裁判の公正・透明性を確保するため、また、知る権利からも要請される極めて重要な憲法上の権利である（憲法８２
条１項、２１条）から、法定秩序維持や訴訟関係人の利益保護の必要性のために必要最低限かつ合理的な場合を除いて、制限されてはなら
ないものである。
　　　また、聴覚障害者にとっては、適切な手話通訳を受けられて、初めて障害のない人と同等の情報に接することができ、進行している
裁判の意味を理解することができ、傍聴の権利が実効あるものとして保障されることになるから、聴覚障害者からの要請があったにもかか
わらず、法廷に手話通訳者を配置しないことは、障害を理由とする差別であって、聴覚障害者の傍聴の権利を侵害するものである。
　　　手話通訳者配置について、その実現可能性、費用・負担の程度等に鑑み、その実施に伴う負担は加重であるとは言えないこと、行政
機関等についてではあるものの、基本方針も手話通訳の提供が現時点で合理的配慮に該当するとしていること、すでに、埼玉県、さいたま
市、大阪府、仙台市、北海道等、全国各地の議会において、議会傍聴のための手話通訳が自治体の費用負担で実施されていること、手話を
日本語と同等の独自の言語と位置付ける「手話言語法」制定を求める意見書が２０１６年（平成２８年）３月３日までに全ての地方議会
（１７４１市町村議会及び４７都道府県議会）において採択されていること、長野県、群馬県、神奈川県、鳥取県、沖縄県など全国各地の
自治体において「手話言語条例」が成立し、埼玉県においても、２０１６年（平成２８年）３月２５日に「埼玉県手話言語条例」が成立し、
同年４月から施行されること等に照らし、裁判所においても、障害を理由とする差別を解消するための合理的配慮として、法廷傍聴のため
の手話通訳実施の措置を、自ら自律的に講じられるべきである。
３　結語
　以上の理由により、２０１６年（平成２８年）４月１日から障害者差別解消法が施行されることを踏まえ、障害に基づく差別を解消し、
聴覚障害者の傍聴の権利を保障するため、聴覚障害者からの要請があった場合には、手話通訳を裁判所の費用負担にて法廷に配置されるこ
とを要望いたします。
　なお、当職らは、さいたま地方裁判所に現在係属中の訴訟（平成２６年（行ウ）第３４号　生活保護基準引下げ違憲処分取消等請求事件）
の原告訴訟代理人であり、係属裁判所に、同様の要望をしておりますが、個別の事件を超えた多数の聴覚障害者の傍聴の権利に関わる問題
であり、また、費用負担を伴う司法行政事務に関する事項であることから、本要望に及ぶ次第です。
以　上


